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１１、共通目標

（ 目標到達年度）

19 20 21 22
《 団体・ 県両方で実施》

○各団体の設立目的や政策目的を見据え、平成22
年度末までに達成する数値目標を掲げて取り組

む

○計画の取組についての結果及びそこに至るまで
の経過の公表

《 団体で実施》

○各団体は19年度中に中期計画を策定又は見直し、
平成 年度末22 までに達成する数値目標を掲げ目

的達成及び自立化のための改善に取り組む

○役員等の選任に社員総会等の決議を要件と しな
いいわゆる「 充て職」 による役員就任の禁止

○情報開示制度の整備

○経営方針及び財務諸表等の団体のホームページ
などによるインターネッ トによる公開

○公益法人については、公益法人制度改革につい
て的確に対応すること が出来るよう 、計画を立

てて対応する

《 県で実施》

○各団体の中期計画策定又は見直しを支援・ 指導

○各団体が計画に沿っ た取組をおこなっ ているか
の指導・ 監視

（ 第三者機関による評価・ 検証の実施）

○県事業受託機会の公平性の確保策の検討
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１２、各団体別目標

No １
団 体 名 （ 財） 長崎県産業振興財団

所管部局 企業振興・ 立地推進本部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○専門的スキルを持つプロパー職員の育成・ 確
保

《 県で実施》

○県からの派遣職員は必要最小限にと どめ、 プ
ロパー職員の育成・ 確保等により 専門性の向

上を図り 、自立した組織作り を進める
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No ３
団 体 名 （ 財） ながさき地域政策研究所

所管部局 政策企画部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度までに達成
すべき具体的数値目標等を明確に示して取り

組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討

○県職員の監事就任の取りやめ （ 次期役員改選時）

○派遣職員の計画的削減の検討

No ４
団 体 名 （ 財） 長崎県私立学校退職金財団

所管部局 総務部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度までに達成
すべき具体的数値目標等を明確に示して取り

組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取りやめ （ 次期役員改選時）
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No ５
団 体 名 対馬空港ターミ ナルビル（ 株）

所管部局 地域振興部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○新会社法への対応の検討（ 機関設計の見直し
の検討及び会計参与の設置の検討）

○中期計画を作成し、平成２２年度までに達成
すべき具体的数値目標等を明確に示して取り

組むこと

《 県で実施》

○出資比率の見直しの検討

No ６
団 体 名 長崎空港ビルディ ング（ 株）

所管部局 地域振興部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○新会社法への対応の検討（ 機関設計の見直し
の検討及び会計参与の設置の検討）

○中期計画を見直し、平成２２年度までに達成
すべき具体的数値目標等を明確に示して取り

組むこと
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No ７
団 体 名 （ 財） 長崎県地域振興航空基金

所管部局 地域振興部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○平成２２年度までに達成すべき具体的数値目
標等を盛り込んだ中期計画を作成すると と も

に、併せて今後の団体のあり方を検討

○資金の効率的運用のため、資金計画の作成

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任は、県の同一 （ 次期役員改選時）

部局から複数就任のと りやめ

○県職員の監事就任のと りやめ （ 次期役員改選時）

No ８
団 体 名 長崎国際航空貨物ターミ ナル（ 株）

所管部局 地域振興部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○新会社法への対応の検討（ 機関設計の見直し
の検討及び会計参与の設置の検討）

○中期計画を見直し、平成２２年度までに達成
すべき具体的数値目標等を明確に示して取り

組むこと

《 県で実施》

○国際航空貨物の取扱量の現況を踏まえ、県の
施策と合わせ団体のあり方を協議

○県職員の監査役就任の取りやめ （ 次期役員改選時）
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No ９
団 体 名 （ 財） 長崎県国際交流協会

所管部局 地域振興部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた取組

○寄付金や会費増収への取組

○団体の目的を達成するために必要な事業費確
保のため、財産を取り崩す際の基準策定

《 県で実施》

○計画的運営費補助金の削減（ 数値目標の設定）

○旅券作成業務の競争入札の導入

○県職員の団体役員（ 理事） 就任は、県の同一 （ 次期役員改選時）

部局から複数就任のと りやめ

○県職員の監事就任の取りやめ （ 次期役員改選時）
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No １０
団 体 名 （ 財） 長崎平和推進協会

所管部局 地域振興部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○寄付金や会費増収への取組

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討

No １１
団 体 名 （ 財） 長崎ミ ュージアム振興財団

所管部局 文化・ スポーツ振興部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○指定管理者と して、再指定を受けるための取
組（ 現在の指定は20年度まで）

《 県で実施》

○指定管理者と しての法人の独立性を確保する ※実施済み

ため、県職員の団体役員（ 理事長） 就任の取

りやめ

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討
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No １２
団 体 名 （ 財） 県民ボランティ ア振興基金

所管部局 県民生活部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○寄付金や収益事業等自主財源確保の取組

○資金の効率的運用のため、資金運用計画の作
成

○団体の目的を達成するために必要な事業費確
保のため、財産を取り崩す際の基準策定

○民間への事務局移管の検討

○事業展開における他団体との連携の検討

《 県で実施》

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み
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No １３
団 体 名 （ 財） 長崎県食鳥肉衛生協会

所管部局 県民生活部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○県に協力して、引き続き手数料値上げのため
の取組

○公益財団法人認定へ向けた対応

○県獣医師会と連携体制の協議

《 県で実施》

○手数料値上げのための取組（ その結果と して
補助金の削減）

○県職員の団体役員（ 理事） 就任は、県の同一 （ 次期役員改選時）

部局から複数就任の取りやめ

○県職員の監事就任の取りやめ （ 次期役員改選時）
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No １４
団 体 名 （ 財） 長崎県浄化槽協会

所管部局 環境部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事長、理事） 就任の取 （ 次期役員改選時）

り やめ

No １５
団 体 名 （ 財） 長崎県すこやか長寿財団

所管部局 福祉保健部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○寄付金や収益事業等への取組

○団体の目的を達成するために必要な事業費確
保のため、財産を取り崩す際の基準策定

○事業展開におけるＮＰＯ法人等の活用の検討

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取りやめ ※実施済み
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No １６
団 体 名 （ 社福） 長崎県障害者福祉事業団

所管部局 福祉保健部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○県職員引き揚げに備えた人材育成（ 又は人材
確保対策）

《 県で実施》

○建て替え終了後（ 平成２１年度末予定）、派遣
職員の廃止

○建て替え終了後県出資関係の計画的整理

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み

No １７
団 体 名 （ 財） 長崎県産炭地域振興財団

所管部局 産業労働部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○効率的な資金運用

○団体の目的を達成するために必要な事業費確 ※実施済み

保のため、財産を取り崩す際の基準策定

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任は、県の同一 （ 次期役員改選時）

部局から複数就任の取りやめ

○県職員の監事就任の取りやめ （ 次期役員改選時）
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No １８
団 体 名 長崎県信用保証協会

所管部局 産業労働部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

《 県で実施》

○中小企業者への適正な信用保証機能を構築・
維持するため、国が進めている信用補完制度

の改革を含む団体業務の合理化の推進

No １９
団 体 名 （ 財） 長崎県中小商業振興基金

所管部局 産業労働部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○国の事業の動向を見た上で、存続であれば公
益財団法人認定へ向けた対応

△事業取り やめであれば解散し出資金の県への

返還

○団体が継続である場合は、中期計画を作成し、
平成２２年度末までに達成すべき具体的数値

目標等を明確に示して取り組むこと

《 県で実施》

○県職員の監事就任の取りやめ （ 次期役員改選時）



- 35 -

No ２０
団 体 名 （ 職訓） 長崎能力開発センター

所管部局 産業労働部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事、監事） 就任の取り （ 次期役員改選時）

やめ

No ２１
団 体 名 （ 財） 長崎県勤労者福祉事業団

所管部局 産業労働部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体及び県で実施》

○解散に向け、その時期及び残余財産の処分等
の協議

○上記協議に基づく 取り組み



- 36 -

No ２２
団 体 名 （ 職訓） 西九州情報処理開発財団

所管部局 産業労働部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○資金の効率的運用のため、資金運用規定の見
直し

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取りやめ （ 次期役員改選時）

No ２３
団 体 名 （ 財） 長崎県沿岸漁業振興基金

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○資金の効率的運用のため、資金運用計画の作
成

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討
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No ２４
団 体 名 （ 社） 長崎県漁民年金貯金共済会

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○平成２１年度に計画通り健全化を達成

○資金の効率的運用のため、資金運用計画の作
成

《 県で実施》

○平成２１年度をもっ て出資関係の整理

No ２５
団 体 名 長崎県漁業信用基金協会

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと
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No ２６
団 体 名 （ 財） 長崎県漁協合併推進基金

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体及び県で実施》

○長崎県水産業振興基本計画における平成２２
年度における漁協目標数２０漁協に向けた取

組（ 達成後は団体解散）

《 団体で実施》

○目標が達成できない場合における、県が関与
を廃止した後の対策の協議

《 県で実施》

○貸し付け事業も終了しており 、目標達成如何
に関わらず県の一定の役割は終了したと して

平成２３年度以降は県の関与廃止

No ２７
団 体 名 （ 株） 長崎県漁業公社

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○新会社法への対応の検討（ 機関設計の見直し
の検討及び会計参与の設置の検討）

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

《 県で実施》

○出資比率の見直しの検討

○県職員の代表取締役への就任の取りやめ
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No ２８
団 体 名 （ 財） 有明海水産振興基金

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○寄付金や収益事業等への取組

○資金の効率的運用のため、資金運用規程や運
用計画の作成

○団体の目的を達成するために必要な事業費確
保のため、財産を取り崩す際の基準策定

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討
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No ２９
団 体 名 （ 財） 対馬栽培漁業振興公社

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○寄付金や収益事業等への取組

○資金の効率的運用のため、資金運用規程や運
用計画の作成

○団体の目的を達成するために必要な事業費確
保のため、財産を取り崩す際の基準策定

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討
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No ３０
団 体 名 （ 社） 長崎県漁港漁場協会

所管部局 水産部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益社団法人認定へ向けた対応

○資金の効率的運用のため、資金運用規程や運
用計画の作成

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討

No ３１
団 体 名 （ 社） 長崎県農協会館

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○公益法人制度改革を踏まえた早期の方針決定
及びそのための取組

《 県で実施》

○県出資関係の計画的整理
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No ３２
団 体 名 長崎県農業信用基金協会

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

《 県で実施》

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み

No ３３
団 体 名 （ 財） 長崎県農業振興公社

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体及び県で実施》

○諫早干拓農地賃貸事業開始後の大規模改修義
務、瑕疵担保責任、災害対策等について、公

社の負担範囲を明確にする

《 団体で実施》

○長期計画の作成

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応と事務局の運
営方法についての整理

《 県で実施》

○諫早干拓農地賃貸事業の立ち上げに際しては、
県からの人的支援も必要と思われるが、事業

定着までと支援期間を明確に定めて行わなけ

ればならないため、支援期間の設定を行う

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み
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No ３４
団 体 名 （ 財） 長崎県農林水産業担い手育成基金

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○事業効果を検証し、再編重点化

○資金の効率的運用のため、資金運用計画の作
成

《 県で実施》

○理事長へ三役就任の取りやめ ※実施済み

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み
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No ３５
団 体 名 （ 社） 長崎県園芸農業経営安定基金協会

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益社団法人認定へ向けた対応

○資金の効率的運用のため、資金運用規程や運
用計画の作成

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取りやめ ※実施済み

No ３６
団 体 名 （ 社） 長崎県種馬鈴薯価格安定基金協会

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○現在の事業の実施状況等を踏まえ、今後の団
体のあり方を協議

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取りやめ （ 次期役員改選時）
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No ３７
団 体 名 （ 社） 長崎県園芸種苗供給センター

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○公益社団法人認定へ向けた対応

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○収益事業の取組強化による自主財源確保

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事、監事） 就任の取り （ 次期役員改選時）

やめ
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No ３８
団 体 名 （ 財） 諫早湾地域振興基金

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○事業評価制度完成・ 実施

○資金の効率的運用のため、資金運用計画の作
成

○団体の目的を達成するために必要な事業費確
保のため、財産を取り崩す際の基準策定

《 県で実施》

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み

No ３９
団 体 名 （ 社） 長崎県林業コンサルタント

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○公益法人制度改革を踏まえた早期の方針決定
及びそのための取組

《 県で実施》

○移行後出資関係の整理
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No ４０
団 体 名 （ 社） 対馬林業公社

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○第６次経営計画に沿っ た中期計画を作成し、
平成２２年度末までに達成すべき具体的数値

目標等を明確に示して取り組むこと

○公益社団法人認定へ向けた対応

《 県で実施》

○国に対する支援策要望の継続

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み

No ４１
団 体 名 （ 社） 長崎県林業公社

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○第６次経営計画に沿っ た中期計画を作成し、
平成２２年度末までに達成すべき具体的数値

目標等を明確に示して取り組むこと

○公益社団法人認定へ向けた対応

《 県で実施》

○国に対する支援策要望の継続

○県職員の監事就任の取りやめ ※実施済み
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No ４２
団 体 名 （ 社） 長崎県林業協会

所管部局 農林部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○公益社団法人認定へ向けた対応

《 県で実施》

○県出資関係の計画的整理
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No ４３
団 体 名 （ 財） 長崎県建設技術研究センター

所管部局 土木部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体及び県で実施》

○県有設備の更新時期を迎えており 、県と団体
の負担割合を明確にする

《 団体で実施》

○中期計画を作成し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○県派遣職員が行っ ている業務を行える団体プ
ロパー職員の育成や採用

○資金の効率的運用のため、資金運用規程の作
成

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任の取り やめの
検討

○県職員監事就任の取りやめ （ 次期役員改選時）

○派遣職員の計画的削減の検討

○公共事業の委託業務に係る民間参入の拡大の
検討
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No ４６
団 体 名 （ 財） 長崎県住宅・ 建築総合センター

所管部局 土木部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○公益法人制度改革を踏まえた早期の方針決定
及びそのための取組

《 県で実施》

○移行後県関与の整理

No ４７
団 体 名 長崎県住宅供給公社

所管部局 土木部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○特定調停成立で確定した弁済計画の確実な実
施

○県職員の計画的削減に対応した、団体プロパ
ー職員の育成（ 数値目標の設定）

《 県で実施》

○派遣職員の計画的削減
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No ４８
団 体 名 長崎県土地開発公社

所管部局 土木部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○「 土地開発公社経営改善実施計画」に沿って、
残されている課題解決に向けた取組み

なお、平成２２年度末までに達成すべき具

体的数値目標等を明確に示して取り組むこと

○県職員引き揚げに向け、団体プロパー職員の
育成及び人員体制の整理

○土地評価において、現実に売却可能な価格に
見直す

○未売却用地の処分促進のため、行政や関連団
体と連携した企業誘致策の強化

《 県で実施》

○ 「 土地開発公社経営改善実施計画」 に対する
進捗状況の指導・ 監督

○売却土地の用途緩和の検討

○派遣職員の計画的削減

○県職員の監事就任の取りやめ （ 次期役員改選時）
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No ４９
団 体 名 （ 財） 長崎県育英会

所管部局 教育庁

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○大学の部の見直し（ 貸与対象及び貸与月額の
見直しなど）

○県職員引き揚げに向け、団体プロパー職員の
育成

《 県で実施》

○県職員の団体役員（ 理事） 就任は、県の同一 ※実施済み

部局から複数就任の取りやめ

○派遣職員の計画的削減
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No ５０
団 体 名 （ 財） 長崎県体育協会

所管部局 教育庁

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○事業展開において、協会はＮＰＯ法人等関係
団体と県などの調整役となるための体制作り

○ プロパーの専門職の育成や採用

○ イベントの有料化や寄付金徴収、収益事業等
への取り組み

《 県で実施》

○県有施設指定管理者への応募のあり方の検討
（ 現在の指定は22年度まで）

○県職員の団体役員（ 理事） 就任は、県の同一 （ 次期役員改選時）

部局から複数就任の取りやめ
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No ５１
団 体 名 （ 財） 長崎県暴力団追放県民会議

所管部局 警察本部

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○中期計画を見直し（ 又は作成し）、平成２２年
度末までに達成すべき具体的数値目標等を明

確に示して取り組むこと

○公益財団法人認定へ向けた対応

○寄付金や会費収入増への取組

○団体の目的を達成するために必要な事業費確
保のため、財産を取り崩す際の基準策定

No ５２
団 体 名 （ 株） 長崎県営バス観光

所管部局 交通局

【 平成22年度までの取り組みで達成すべき目標】 19 20 21 22
《 団体で実施》

○会社法への対応の検討（ 機関設計の見直しの
検討及び会計参与の設置の検討）

○中期計画を見直し、平成２２年度末までに達
成すべき具体的数値目標等を明確に示して取

り組むこと

《 県で実施》

○長崎県交通局中期経営計画（ Ｈ１５～１９ ）
の達成状況等を踏まえて団体のあり方を検討

○県職員の監査役就任の取りやめ （ 次期役員改選時）


